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す
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指
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指
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〇
障
害
者
の
日
常
生
活
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会
生
活
を
総
合
的
に
支
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す
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た
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の
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指
定
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指
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す
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管
理
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治
団
体
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収
支
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要
旨
の
公
表
（
令
和
四
年
分
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三

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ�

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
〇
九
一
七
一
〇
八

Ｈ
Ｅ
Ｌ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
多
賀
城

多
賀
城
市
八
幡
三
丁
目

十－

二
十
七

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

一
般
社
団
法
人

Ｈ
Ｅ
Ｌ
Ｌ
Ｏ
Ｓ

令
和
五
年
十
一

月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
一
号

　

県
営
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

地　

区　

名

事　

業　

の　

名　

称

工
事
完
了
年
月
日

前
川

区
画
整
理
事
業
・
農
業
用
用
排
水
施
設
事
業

（
県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

令
和
五
年
六
月
二
十
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。　　
　

　
　

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　

�　

栗
原
市
一
迫
字
大
川
口
町
田
一
の
一
、
一
の
二
、
一
の
四
、
一
の
六
、
二
の
一
か
ら
二
の
六
ま
で
、
二
の
九
か
ら

二
の
一
一
ま
で
、
二
の
二
二
、
四
二
の
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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立
木
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伐
採
の
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種
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次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

加
美
郡
加
美
町
上
多
田
川
字
舟
窪
二
の
八

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
加
美
町
役
場
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

仙
台
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

飛
砂
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
仙
台
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

公

告

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
の
う
ち
精
神
通
院
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指

定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

薬
局

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指

定

年

月

日

ミ
リ
オ
ン
薬
局　

佐
沼
店

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
小
金
丁
四
九－

一

令
和
五
年
十
月
一
日

ミ
リ
オ
ン
薬
局　

米
山
店

登
米
市
米
山
町
西
野
字
西
野
前
二
〇
一－

三

令
和
五
年
十
月
一
日

�
〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
精
神
通
院
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
指
定
し
た
指
定
自
立
支
援
医
療
機

関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

薬
局



（3）　令和５年11月14日　火曜日 第454号宮　　城　　県　　公　　報

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

辞

退

年

月

日

伊
新
薬
局

登
米
市
登
米
町
寺
池
三
日
町
二
十
九

令
和
五
年
九
月
三
十
日

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
政
治
団
体
か
ら
令
和
四
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ

の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

安
住
と
し
ゆ
き
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
安
住
　
稔
幸

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
富
谷
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
５
.�２
.�17（

５
.�９
.�21解

散
）

１
　
収
入
総
額

0�

２
　
支
出
総
額

0�

佐
藤
洋
治
後
援
会

報
告
年
月
日
　
５
.�２
.�22（

５
.�９
.�５
解
散
）

１
　
収
入
総
額

0�

２
　
支
出
総
額

0�

に
し
ざ
わ
文
久
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
西
澤
　
文
久

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
利
府
町
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
５
.�３
.�１
（
５
.�９
.�21解

散
）

１
　
収
入
総
額

0�

２
　
支
出
総
額

0�

吉
田
み
つ
お
後
援
会

報
告
年
月
日
　
５
.�３
.�29（

５
.�９
.�15解

散
）

１
　
収
入
総
額

7,955�

　
　
　
前
年
繰
越
額

7,955�

２
　
支
出
総
額

0�

吉
野
敏
明
後
援
会

報
告
年
月
日
　
５
.�１
.�30（

５
.�６
.�30解

散
）

１
　
収
入
総
額

0�

２
　
支
出
総
額

0�

わ
が
直
義
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
和
賀
　
直
義

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
大
郷
町
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
５
.�３
.�１
（
５
.�９
.�21解

散
）

１
　
収
入
総
額

0�

２
　
支
出
総
額

0�


